
　『
親
の
遺
産(

不
動
産)
分
割
で
も
め
て
い

る
』『
急
斜
面
地
の
土
地
建
物
を
相
続
し
て

困
っ
て
い
る
』
と
い
う
読
者
は
必
読
で
す
！

４
月
か
ら
相
続
改
正
に
関
す
る

法
律
が
施
行
さ
れ
る
の
？

４
月
１
日
か
ら
は
①
遺
産
分
割
に
関

す
る
新
ル
ー
ル
の
導
入　

②
土
地
・

建
物
に
特
化
し
た
財
産
管
理
制
度
の
創
設　

③
共
有
制
度
の
見
直
し　

④
相
隣
関
係
の
見

直
し
な
ど
に
加
え
、
27
日
か
ら
は
「
相
続
土

地
国
庫
帰
属
法
」
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

ま
た
、
来
年
４
月
か
ら
は
相
続
登
記
の
義

務
化
を
課
す「
不
動
産
登
記
制
度
の
見
直
し
」

も
始
ま
り
ま
す
。

遺
産
分
割
っ
て
遺
言
書
が 

あ
れ
ば
不
要
で
は
？

 

60
歳
以
上
２
千
人
を
対
象
に
し
た
日

本
財
団
の
「
遺
言
・
遺
贈
意
識
調
査
」

に
よ
る
と
、
遺
言
書
を
作
成
し
て
い
る
人
は

３
・
４
％
し
か
い
ま
せ
ん
。
相
続
方
法
に
は
、

①
法
定
相
続(

法
律
で
定
め
ら
れ
た
相
続
分)

と
②
指
定
相
続(

被
相
続
人
か
ら
遺
言
で
指

定
が
あ
る
相
続
分)

の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
相
続
が
遺
言
書
な

し
の
法
定
相
続
で
、
残
さ
れ
た
配
偶
者
や
子

ど
も
達
に
よ
る
分
割
協
議
が
主
流
と
な
っ
て

い
ま
す
。遺

産
分
割
に
関
す
る 

新
ル
ー
ル
っ
て
何
で
す
か
？　

相
続
放
棄
や
相
続
税
の
申
告
は
、
相

続
開
始
か
ら
３
ヵ
月
、
10
ヵ
月
と
い

う
期
間
制
限
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
遺
産
分

割
に
は
制
限
が
無
い
た
め
土
地
・
建
物
の
争

続
を
め
ぐ
り
長
期
間
分
割
協
議
が
ま
と
ま

ら
ず
、
登
記
業
務
に
支
障
を
き
た
し
て
き
ま 

し
た
。

　

今
回
の
法
改
正
で
は
、
遺
産
相
続
の
分
割

協
議
期
間
は
10
年
が
限
度
と
す
る
ル
ー
ル
を

設
け
、
親
族
間
の
長
引
く
土
地
争
続
の
早
期

解
決
を
図
り
、
不
動
産
の
有
効
活
用
と
流
動

化
の
促
進
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

相
続
人
が
多
す
ぎ
て
10
年
の

期
限
を
超
え
た
場
合
は
？

遺
産
分
割
が
長
期
間
放
置
さ
れ
る

と
、
沢
山
の
相
続
人
に
よ
る
遺
産
共

有
が
発
生
し
、
遺
産
の
管
理
・
処
分
が
難
し

く
な
り
ま
す
。
10
年
を
経
過
し
た
後
の
遺
産

分
割
協
議
は
原
則
と
し
て
、
具
体
的
相
続
分

を
考
慮
せ
ず
法
定
相
続
分
で
行
う
よ
う
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

具
体
的
相
続
分
っ
て
何
？

 

遺
産
分
割
す
る
と
き
は
法
定
相
続
分

を
ベ
ー
ス
に
、
生
前
贈
与
な
ど
の
特

別
受
益
や
親
の
介
護
看
護
に
貢
献
し
た
寄
与

分
等
を
考
慮
し
た
具
体
的
相
続
分
を
加
味
し

て
算
定
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
遺
産
分
割
が
長
期
に
及
ぶ
と
具

体
的
相
続
分
に
係
る
証
拠
が
無
く
な
っ
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
10
年
間
の
縛
り
が

設
け
ら
れ
ま
し
た

相
続
し
て
も
不
要
な 

土
地
建
物
が
あ
る
場
合
は
？

 
今
ま
で
は
土
地
建
物
だ
け
で
な
く

全
て
の
相
続
財
産
を
放
棄
せ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
４
月
27
日
よ
り

相
続
や
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
し
た
相

続
人
は
、
土
地
を
手
放
し
て
国
庫
に
帰
属
さ

せ
る
制
度(

国
庫
帰
属
法)

が
新
設
さ
れ
ま 

し
た
。

　

た
だ
し
管
理
に
過
大
な
費
用
・
労
力
を
要

す
る
土
地
は
対
象
外
で
、
申
請
時
に
審
査
手

数
料
と
負
担
金(

10
年
分
の
土
地
管
理
費)

が
必
要
で
す
。
こ
れ
で
相
続
人
は
、
不
要
な

土
地
建
物
に
固
定
資
産
税
を
徴
収
さ
れ
る
呪

縛
か
ら
解
放
さ
れ
ま
す
。

シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ　

上
田
篤
彦

QA

QA

QA

QAQA

改正項目 改正内容 施行日

遺産分割に関する
新ルールの導入

相続開始から10年経過した
遺産分割は具体的相続分を
考慮することはできない

４月１日

相続土地国庫帰属
制度の創設

相続や遺贈により土地を
取得した者は国がその土地を
引き取ることができる

４月27日

土地 · 建物に特化した
財産管理制度の創設

所有者が不明、または所有者に
よる管理が適切にされていない
土地 · 建物を管理する管理人を
選任することができる

４月１日

令和５年４月から施行される主な相続に関する改正法

QA

終活

ご
存
知
で
す
か
？
シ
リ
ー
ズ
⑫

遺
産
分
割
の
協
議
期
間
は

10
年
が
限
度


